
　・個別計画の作成（個別の支援方法を決める。計画書の作成が有効）

・避難行動要支援者情報の共有（未同意者名簿の提供）

・安否確認

・個別計画に基づく対応

　特別な支援が必要で、地域での対応が難しい場合は、ご連絡ください。

電話番号

119
110

 障害者 39-2218

 介護保険事業の利用者 39-2245

 利用者以外 39-2268

 その他 39-2217

長岡市福祉保健部福祉総務課

避 難 行 動 要 支 援 者

町内会、自主防災会、民生委員等

長　　    岡  　　  市

 現場が危険な場合

 福祉総務課

連絡先状況・対象者

 消防署
 警察署

 福祉課

 長寿はつらつ課

 介護保険課
 それ以外  高齢者

・見守り

・避難情報の伝達（高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保）

・緊急連絡先に連絡

　・避難情報の伝達、安否確認、避難支援体制等の整備

　長岡市は災害時に自力で避難できない人に対し、避難情報の伝達、安否確認、避難支援等
の支援を行うため、民生委員からの協力をいただきながら、避難行動要支援者名簿を整備し
ています。
　地域（町内会、自主防災会、民生委員等）と連携しながら、平常時から支援体制の整備に
努めていきますので、地域の皆様方からのご協力をお願いします。

・避難情報の伝達（高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保）

 ※名簿と同時配付予定の「避難行動要支援者の避難
　 支援ガイドブック」を参考にしてください。

（平　　常　　時）

（災　　害　　時）

・避難行動要支援者情報の共有（同意者名簿の提供）

地域ぐるみで避難行動要支援者の支援体制の整備

・避難支援（２階等に避難、避難所等に避難）

避 難 行 動 要 支 援 者

町内会、自主防災会、民生委員等

長　　    岡  　　  市

・避難行動要支援者名簿の整備

　・支援者の選定（複数人の支援者、班で支援等）

避難行動要支援者の避難支援

資料１-３


